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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動送風機を収容した掃除機本体と、
　前記電動送風機の吸込側と連通する手元操作部と、
　この手元操作部に突設され、使用者に把持される硬質の把持部と、
　この把持部を使用者が把持しているか否かを使用者の接触により検出する把持検出セン
サと、
　使用者の接触を検出することで前記電動送風機の動作状態を設定可能な切換センサと、
　前記把持検出センサにより前記把持部を使用者が把持したことを検出したときに前記電
動送風機の駆動を制御するとともに、前記切換センサでの設定に対応した前記電動送風機
の動作状態を制御する制御手段とを具備し、
　前記把持部は、
　前記手元操作部から突出し前記切換センサが上側に配置される突出部と、
　この突出部の先端側から前記手元操作部側に向かって上下方向に沿って屈曲し背面側に
前記把持検出センサが配置される握り部とを備え、
　前記制御手段は、前記把持検出センサへの使用者の接触の検出により前記電動送風機を
動作させている状態で前記切換センサへの使用者の接触を検出すると、この切換センサに
よる設定に対応して前記電動送風機の動作状態を切り換える
　ことを特徴とした電気掃除機。
【請求項２】
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　切換センサは、動作中の電動送風機を停止させる停止センサである
　ことを特徴とした請求項１記載の電気掃除機。
【請求項３】
　制御手段は、電動送風機が動作している状態で、把持検出センサにより把持部の握り部
を使用者が把持していないことを所定時間以上検出したときに、前記電動送風機を停止さ
せる
　ことを特徴とした請求項１または２記載の電気掃除機。
【請求項４】
　把持検出センサは、把持部の握り部の異なる二点間の電位差により接触を検出する
　ことを特徴とした請求項１ないし３いずれか一記載の電気掃除機。
【請求項５】
　把持検出センサは、把持部の握り部の静電容量または電荷の変化を検出することにより
接触を検出する
　ことを特徴とした請求項１ないし３いずれか一記載の電気掃除機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、使用者に把持される把持部を備え、電動送風機の吸込側に連通し
て掃除機本体に接続される風路形成体を有する電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、いわゆるキャニスタ型の電気掃除機は、電動送風機を収容した掃除機本体と、こ
の掃除機本体に対して着脱可能な風路形成体である連通管すなわち管部とを備えている。
この管部は、一般に、ホース体、延長管および吸込口体としての床ブラシを有している。
ホース体の先端側には、使用者に把持される把持部が突設されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－３１７２２５号公報
【特許文献１】特許第４６８２８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載された構成では、把持部にレバーが設けられており、把持部を使
用者が把持することでレバーが動作し、電動送風機の入力を制御するようになっている。
【０００５】
　しかしながら、このような構成の場合、機械的なレバーおよびスイッチなどの機構部が
必要となるため、これら機構部の機械的な摩耗などが生じて信頼性が低下するおそれがあ
る。
【０００６】
　この点、上記特許文献２に記載された構成では、把持部に光センサ、あるいは把持部を
把持した状態での圧力を検出するセンサが設けられ、機械的な機構部を備えることなく使
用者が把持部を把持したことを検出できるようにして、信頼性の低下を防止している。
【０００７】
　しかしながら、このような構成の場合、使用者が把持部を確実に握り込まなければセン
サによって把持を検出することが容易でない。特に、使用者の手の大きさには個人差があ
り、使用者の手の大きさと把持部の大きさとの相対的な関係によっては、把持部の握り込
みが容易でなかったり、疲れやすくなったりするなど、操作性が良好とはいえない。
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、使用者による把持部の把持の検出の信頼性を向上し
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つつ、操作性が良好な電気掃除機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態の電気掃除機は、電動送風機を収容した掃除機本体を有する。さらに、この電
気掃除機は、電動送風機の吸込側と連通する手元操作部を有する。また、この電気掃除機
は、手元操作部に突設され、使用者に把持される硬質の把持部を有する。さらに、この電
気掃除機は、把持部を使用者が把持しているか否かを使用者の接触により検出する把持検
出センサを有する。また、この電気掃除機は、使用者の接触を検出することで電動送風機
の動作状態を設定可能な切換センサを有する。さらに、この電気掃除機は、把持検出セン
サにより把持部を使用者が把持したことを検出したときに電動送風機の駆動を制御すると
ともに、切換センサでの設定に対応した電動送風機の動作状態を制御する制御手段を有す
る。把持部は、手元操作部から突出し切換センサが上側に配置される突出部を備える。ま
た、把持部は、突出部の先端側から手元操作部側に向かって上下方向に屈曲し背面側に把
持検出センサが配置される握り部を備える。そして、制御手段は、把持検出センサへの使
用者の接触の検出により電動送風機を動作させている状態で切換センサへの使用者の接触
を検出すると、この切換センサによる設定に対応して電動送風機の動作状態を切り換える
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態の電気掃除機の把持部近傍を示す斜視図である。
【図２】同上電気掃除機の内部構造を示すブロック図である。
【図３】同上電気掃除機を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、一実施形態の構成を図１ないし図３を参照して説明する。
【００１２】
　図１ないし図３において、11はいわゆるキャニスタ型の電気掃除機を示し、この電気掃
除機11は、掃除機本体12と、この掃除機本体12に着脱可能に接続され内部に風路Ｗを区画
する風路形成体としての連通管である管部13とを有している。
【００１３】
　掃除機本体12は、被掃除面としての床面上を旋回および走行可能であり、電動送風機16
、この電動送風機16の動作状態である動作状態(例えば強モード、中モード、弱モードな
どの動作モードおよび切モード(停止モード)など)を制御する例えばマイコンなどの制御
手段17、および、これら電動送風機16および制御手段17などに商用交流電源ｅから給電す
るためのコードリール装置などの電源部などを収容しているとともに、電動送風機16の吸
込側に連通する集塵カップなどの集塵部18を備えている。また、掃除機本体12の前部には
、集塵部18に連通するとともに管部13の基端側が接続される本体吸込口19が開口形成され
ている。
【００１４】
　また、管部13は、ホース体21と、このホース体21に対して着脱可能な例えば合成樹脂製
の延長管22と、この延長管22に対して着脱可能な吸込口体としての床ブラシ23とを備えて
いる。
【００１５】
　ホース体21は、可撓性を有するホース部25と、このホース部25の基端側(下流側)に設け
られ本体吸込口19に接続される接続管部26と、ホース部25の先端側(上流側)に設けられた
手元操作部27とを有している。
【００１６】
　手元操作部27には、延長管22の基端側(下流側)が着脱可能に接続される。また、この手
元操作部27には、使用者が把持する把持部28が基端側に突出して形成されている。この把
持部28は、使用者が管部13(床ブラシ23など)を操作するためのものであり、例えば合成樹
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脂などの硬質の部材により手元操作部27と一体に成形されており、手元操作部27の基端側
(ホース部25側)から突出する突出部31と、この突出部31の先端側である後端から下方へと
屈曲し使用者が実質的に把持する握り部32と、この握り部32の下端と手元操作部27の基端
側とを連結する連結部33とを備え、握り部32を把持した使用者の手の指先側が挿入される
空間部である孔部34を囲むループ状となっている。
【００１７】
　突出部31は、把持部28の最上部に位置する部分であり、手元操作部27(ホース体21)の長
手方向に沿って突出する長尺状に形成されている。また、この突出部31の上部36(突出部3
1を上下方向に２分割したときの上半分の部分)は、把持部28(握り部32)を把持した使用者
の頭部側に対向する、把持部28の表面側となる部分であり、この突出部31の上部36には、
切換センサとしての動作状態切換センサである動作モード切換センサ37と、切換センサと
しての停止センサ38とがそれぞれ配置されている。すなわち、突出部31の上部36は、第１
のセンサ配置部(上側センサ配置部)となっており。この突出部31の上部36に配置された各
センサ37，38が、掃除をしている状態で使用者によって上方から目視可能となっている。
そして、センサ37，38は、突出部31の上部36の後側寄りの位置に前後に並んで、換言すれ
ばこの突出部31の長手方向に順次隣接して配置されている。
【００１８】
　動作モード切換センサ37は、動作中の電動送風機16の動作モードを切り換えるためのも
のであり、停止センサ38の前方、すなわち停止センサ38に対して握り部32とは反対側に配
置されている。
【００１９】
　また、停止センサ38は、動作中の電動送風機16を切モードに設定して強制的に停止させ
るためのものであり、動作モード切換センサ37の後方すなわち握り部32側に配置されてい
る。
【００２０】
　さらに、これらセンサ37，38は、握り部32を把持した使用者の手の例えば親指が届く範
囲、すなわち握り部32に対して近接した位置に配置されており、握り部32を把持した使用
者の手によって操作可能となっている。
【００２１】
　また、握り部32は、把持部28の最後部に位置する部分であり、手元操作部27(ホース体2
1)の長手方向に対して交差する上下方向に沿って長尺状に形成されている。すなわち、こ
の握り部32は、突出部31の下方に延びて位置している。さらに、この握り部32は、下方へ
と後側に徐々に傾斜している。また、この握り部32の孔部34側、すなわち手元操作部27側
に臨む前部41には、把持検出センサとしてのオンオフ用センサ42が配置されている。すな
わち、この握り部32の下側である前部41は、第２のセンサ配置部(下側センサ配置部)とな
っている。換言すれば、オンオフ用センサ42は、握り部32を上下方向に２分割したときの
下半分側に位置している。したがって、この握り部32の前部41は、把持部28の背面側、換
言すれば掃除している状態で使用者により目視できない位置となっており、使用者が把持
部28(握り部32)を把持した状態で下方から支持される部分である。
【００２２】
　また、オンオフ用センサ42は、把持部28を使用者が把持しているか否かを検出すること
により電動送風機16の起動(オン)と停止(オフ)とを設定するためのものであり、例えば握
り部32に沿って上下方向に長尺状となっている。
【００２３】
　そして、上記の動作モード切換センサ37、停止センサ38およびオンオフ用センサ42によ
り、センサ部44が構成されている。このセンサ部44を構成する各センサ37，38，42は、そ
れぞれ使用者の接触を検出するタッチセンサである。換言すれば、このセンサ部44を構成
する各センサ37，38，42は、使用者が把持部28に対して圧力を加えたり把持部28を変形さ
せたりすることなく把持部28(突出部31、あるいは握り部32)に対して接触しているだけで
検出可能なセンサである。これらセンサ37，38，42としては、例えば把持部28における電
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極となる二点間の電位差を検出することにより接触を検出する、いわゆる容量結合型のセ
ンサ、あるいは、把持部28における使用者の接触点に対応する位置での静電容量、あるい
は電荷の変化を検出することにより接触を検出する、いわゆる静電容量型のセンサなどを
用いることができる。したがって、センサ部44は、把持部28の外郭を構成する合成樹脂な
どの硬質の部材の内方に埋め込むことなどにより、各センサ37，38を突出部31の上部36と
面一、または略面一とすることができ、オンオフ用センサ42を把持部28の握り部32の前部
41と面一、または略面一とすることができる。
【００２４】
　また、連結部33は、把持部28の最下部に位置する部分であり、突出部31の下方にて手元
操作部27(ホース体21)の長手方向に沿って突出する長尺状に形成されている。
【００２５】
　また、床ブラシ23は、左右幅方向に長手状、すなわち横長に形成されたケース体46と、
このケース体46に回転可能に接続され延長管22の先端側(上流側)に着脱可能に接続される
接続管47とを備えている。そして、ケース体46には、床面に対向する下面に、図示しない
吸込口が開口されている。この吸込口は、接続管47と連通しており、この接続管47を介し
て延長管22、ホース体21、本体吸込口19、集塵部18および電動送風機16の吸込側と連通し
ている。なお、吸込口には、回転清掃体である回転ブラシを回転可能に配置してもよい。
この回転ブラシを配置する場合には、例えばこの回転ブラシを駆動するための電動機など
の駆動手段をケース体46の内部に配置してもよい。
【００２６】
　次に、上記一実施形態の内部構造を説明する。
【００２７】
　掃除機本体12の内部に配置された制御手段17には、センサ部44が電気的に接続されてい
る。これらセンサ部44は、商用交流電源ｅからの給電により直流電源を生成する直流電源
部51からの給電を受けて動作するように構成されている。
【００２８】
　そして、制御手段17は、例えばトライアックなどの制御素子53の制御端子と電気的に接
続されており、センサ部44の各センサ37，38，42での検出結果に対応した信号を受信し、
この受信した信号に対応して、制御素子53によって電動送風機16の入力を導通角制御する
ことにより、電動送風機16の動作状態を切り換えるように構成されている。
【００２９】
　次に、上記一実施形態による掃除動作を説明する。
【００３０】
　掃除の際には、掃除機本体12の本体吸込口19に対してホース体21(の接続管部26)を接続
するとともに、このホース体21の先端側(手元操作部27)に延長管22の基端側を接続し、さ
らに、この延長管22の先端側に床ブラシ23(の接続管47)を接続する。
【００３１】
　そして、商用交流電源ｅに対して電源部を接続した状態(電源部により電動送風機16な
どに給電可能な状態)で、使用者は把持部28(握り部32)を把持する。すると、センサ部44
のオンオフ用センサ42が、把持部28(握り部32)を使用者が把持したことを検出し、制御手
段17に信号を出力する。この結果、この信号を受信した制御手段17が電動送風機16を起動
させる。このとき、制御手段17は、電動送風機16を予め設定された所定の動作モードで起
動させてもよいし、直近の(前回の)動作時に設定された動作モードを不揮発性のメモリな
どに記憶しておき、この動作モードで起動させてもよい。すなわち、制御手段17は、電動
送風機16を任意の動作モードで起動させることができる。
【００３２】
　この状態で、電動送風機16の駆動により生じた負圧は、集塵部18、本体吸込口19、ホー
ス体21、延長管22および床ブラシ23と作用し、把持部28(握り部32)を使用者が前後に動か
して床面上で床ブラシ23を前後に走行させることで、床ブラシ23のケース体46の吸込口か
ら負圧の作用によって空気とともに床面上の塵埃を吸い込む。そして、この吸い込まれた
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塵埃は、空気とともに床ブラシ23、延長管22、ホース体21、本体吸込口19および集塵部18
と吸い込まれ、この集塵部18において空気から分離されて捕集される。塵埃が捕集された
空気は、電動送風機16に吸い込まれ、この電動送風機16を冷却した後、図示しない排気孔
を介して掃除機本体12の外部へと排気される。
【００３３】
　また、電動送風機16の動作モードを切り換える際には、使用者が、電動送風機16の動作
状態で、例えば把持部28(握り部32)を把持した手の親指などを伸ばし、動作モード切換セ
ンサ37に触れると、この動作モード切換センサ37がこの接触を検出し、制御手段17に信号
を出力する。この結果、この信号を受信した制御手段17が電動送風機16の動作モードを切
り換える。なお、この制御手段17による電動送風機16の動作モードの切り換えは、例えば
動作モードが２種類であるときはそれらを交互に切り換えるようにし、動作モードが３つ
以上あるときには、動作モード切換センサ37に使用者が接触したことを検出する度にそれ
らをサイクリックに順次切り換えるようにすればよい。
【００３４】
　そして、掃除が終了したとき、あるいは掃除を一旦中断するときなどには、電動送風機
16の動作状態で、使用者が把持部28(握り部32)から所定時間以上手を離すと、把持部28(
握り部32)を使用者が把持していないことを所定時間以上検出したオンオフ用センサ42が
制御手段17に信号を出力する。この結果、この信号を受信した制御手段17が電動送風機16
の入力を低下させて電動送風機16を停止させる。
【００３５】
　また、例えば吸い込みたくないものを誤って吸い込んでしまった場合など、電動送風機
16を強制的に停止させたいときには、使用者が、電動送風機16の動作状態で、例えば把持
部28(握り部32)を把持した手の親指などを伸ばし、停止センサ38に触れると、この停止セ
ンサ38がこの接触を検出し、制御手段17に信号を出力する。この結果、この信号を受信し
た制御手段17が電動送風機16を強制的に直ちに停止させる。
【００３６】
　なお、例えば狭い隙間などの掃除の際には床ブラシ23を用いないで掃除することもでき
る。さらに、テーブルの上などの掃除の際には、床ブラシ23および延長管22を用いないで
掃除することもできる。
【００３７】
　以上説明した一実施形態によれば、把持部28(握り部32)を使用者が把持しているか否か
を使用者の接触により検出するオンオフ用センサ42を把持部28(握り部32)に設け、このオ
ンオフ用センサ42により把持部28(握り部32)を使用者が把持したことを検出したときに制
御手段17が電動送風機16の駆動を制御することで、機械的な機構部を有しない構成にて把
持部28(握り部32)を使用者が把持したことを確実に検出でき、機械的な摩耗などがなくな
り、信頼性を向上できる。また、オンオフ用センサ42は、使用者が把持部28(握り部32)を
支持する程度に触れているだけで検出できるので、使用者が把持部28(握り部32)を握り込
む必要がなく、過剰な力を把持部28(握り部32)に加えることなく操作が可能になり、操作
性が良好になる。
【００３８】
　すなわち、把持部28(握り部32)を把持する使用者の手の大きさには個人差が大きく、全
ての使用者にとって把持部28(握り部32)を握りやすい大きさに設定することは容易でない
。また、管部13は、内部に配線などが施されたホース体21を含むとともに、床ブラシ23を
接続して使用している場合には、この床ブラシ23内の電動機などの荷重が加わり、把持部
28(握り部32)を握り込んで管部13を操作することは、非力な使用者にとって必ずしも容易
とはいえない。したがって、上記のオンオフ用センサ42によって、把持部28(握り部32)を
強く握り込むことなく単に支持しているだけで電動送風機16の動作を設定できるようにす
ることで、仮に把持部28(握り部32)に対して使用者の手の大きさが相対的に小さい場合で
も、把持部28(握り部32)を把持する使用者の手への負荷を軽減でき、疲れにくい、良好な
操作性を得ることができる。
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【００３９】
　具体的に、オンオフ用センサ42により把持部28(握り部32)を使用者が把持したことを検
出したときに制御手段17が電動送風機16を起動させることで、使用者が掃除の準備として
把持部28(握り部32)を把持するだけで、別途の操作を要することなく電動送風機16を起動
させることができ、良好な操作性を得ることができる。
【００４０】
　また、電動送風機16が動作している状態で、オンオフ用センサ42により把持部28(握り
部32)を使用者が把持していないことを所定時間以上検出したときに、制御手段17が電動
送風機16を停止させることで、使用者が一旦掃除を中止する際などには、把持部28(握り
部32)から手を離すだけで容易に電動送風機16を停止でき、良好な操作性を得ることがで
きるとともに、使用者が把持部28(握り部32)を把持していないときに無駄に電動送風機16
を動作させずに済み、省エネルギ化を図ることができる。しかも、オンオフ用センサ42に
より把持部28(握り部32)を使用者が把持していないことを所定時間以上検出したときにの
み停止させるようにすることで、例えば使用者が把持部28(握り部32)を瞬間的に手放して
握り直したときなどの誤検出により電動送風機16を不必要なタイミングで誤って停止させ
ることを確実に防止できる。
【００４１】
　そして、使用者の接触を検出することで電動送風機16の動作状態を制御手段17に対して
設定可能な動作モード切換センサ37および停止センサ38を把持部28の上側(突出部31)に設
けるとともに、オンオフ用センサ42を把持部28の下側(握り部32の下側である前部41)に設
けることで、把持部28の下側(握り部32の下側である前部41)を手で把持してオンオフ用セ
ンサ42に触れている使用者が、その手によって動作モード切換センサ37および停止センサ
38を操作することが可能となるとともに、オンオフ用センサ42については使用者が別途動
作をすることなく単に把持部28の支持、あるいは不支持だけでオンとオフとを設定できる
ので、より良好な操作性を得ることができる。
【００４２】
　また、動作モード切換センサ37および停止センサ38も、使用者の接触を検出するセンサ
であるため、これらセンサ37，38を操作する際にも使用者が必要以上に力を加えずに済み
、軽快な操作性を得ることができる。
【００４３】
　しかも、停止センサ38は、動作モード切換センサ37よりも握り部32(を把持した使用者
の手)に近接した位置で、かつ、使用者の手の親指が届く範囲にあるため、使用者が電動
送風機16を直ちに停止したいときでも操作しやすく、例えば吸い込みたくないものを誤っ
て吸い込んでしまった場合、あるいは布などを床ブラシ23、あるいは延長管22などの上流
端に誤って吸い付けてしまった場合などにも、電動送風機16を直ちに停止できる。
【００４４】
　さらに、オンオフ用センサ42として、把持部28(握り部32)の異なる二点間の電位差によ
り接触を検出する容量結合型のセンサを用いる場合には、オンオフ用センサ42を構成する
部品をより簡素化できるとともに、オンオフ用センサ42の調整も容易となり、かつ、二点
間の距離を適宜設定することで、オンオフ用センサ42による誤検出を確実に防止できる。
一方、オンオフ用センサ42(センサ37，38)として、把持部28の静電容量または電荷の変化
を検出することにより接触を検出する静電容量型のセンサを用いる場合には、オンオフ用
センサ42での応答速度をより向上できる。
【００４５】
　同様に、センサ37，38として、把持部28(握り部32)の異なる二点間の電位差により接触
を検出する容量結合型のセンサを用いる場合には、センサ37，38を構成する部品をより簡
素化できるとともに、センサ37，38の調整も容易となり、かつ、二点間の距離を適宜設定
することで、センサ37，38による誤検出を確実に防止できる。また、センサ37，38として
、把持部28の静電容量または電荷の変化を検出することにより接触を検出する静電容量型
のセンサを用いる場合には、オンオフ用センサ42での応答速度をより向上できる。
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【００４６】
　なお、上記一実施形態において、電気掃除機11としては、商用交流電源ｅを用いるもの
だけでなく、電源部として二次電池などの電池を内蔵したものなどでもよい。
【００４７】
　さらに、電動送風機16の動作モードを切り換えるための動作モード切換センサ37と、電
動送風機16を切モードに設定するための停止センサ38とをそれぞれ設けたが、例えば１つ
の切換センサにそれらの機能を持たせてもよい。すなわち、この切換センサに使用者が触
れていることを検出したときに、制御手段17が動作モードと切モード(停止モード)を含め
た電動送風機16の動作状態を例えばサイクリックに順次切り換えるように構成してもよい
。
【００４８】
　そして、使用者の手の把持部28(握り部32、あるいは突出部31)への接触位置、あるいは
接触した回数を把持検出センサ、あるいは切換センサにより検出し、この検出に対応して
、動作状態の切り換えなどを可能としてもよい。
【００４９】
　また、集塵部18としては、集塵カップを用いる構成だけでなく、例えば掃除機本体12の
内部に着脱可能な集塵袋などを用いてもよい。
【００５０】
　さらに、電気掃除機11としては、キャニスタ型に限らず、例えば上下方向に長手状の掃
除機本体12の下部に床ブラシ23を接続したアップライト型のものでも対応して用いること
ができる。この場合、把持部28は、掃除機本体12とともに床ブラシ23を操作する操作用と
したり、掃除機本体12に対して着脱可能な風路形成体の操作用としたりすることができる
。
【００５１】
　そして、本発明の一実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したもので
あり、発明の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含
まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５２】
　11　　電気掃除機
　12　　掃除機本体
　16　　電動送風機
　17　　制御手段
　27　　手元操作部
　28　　把持部
　31　　突出部
　32　　握り部
　37　　切換センサとしての動作モード切換センサ
　38　　切換センサとしての停止センサ
　42　　把持検出センサとしてのオンオフ用センサ
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